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１ 出雲市デジタル地域通貨「いずも縁結びＰＡＹ」について 

 

 

 

 

 

 

「いずも縁結びＰＡＹ」は、下記のとおり市内での消費拡大、資金の市外への流出抑

制、市内循環による地域経済の活性化等を目的とし、単なるキャッシュレス決済だけでな

く、本市の経済が潤い、地域振興や環境保全、健康増進などあらゆる分野での改善の取組

が進み、「出雲市がますます元気になる」ことを目指している。 

⑴ 地域経済の活性化と好循環 資金の市内循環を促進し、地域経済を活性化 

⑵ 行政ポイントで行政施策を推進 行政施策の推進に向けて市民が取り組む活動に 

行政ポイントを付与し、さらなる取り組みの活性化を促す 

⑶ 行政と市民のデジタル化の推進 スマホ決済等の普及により、デジタル化を推進 

⑷ 観光客に出雲ファンになってもらう 来訪者の満足度を上げ、交流人口の拡大 

・スマートフォンに「さんいんウォレット」のアプリをダウンロード後、登録により 

出雲市内の加盟店で決済・ポイント獲得などが利用可能となります。（下記参照） 

・加盟店 市内事業者が対象（店舗数５４５店舗 10/19現在） 

・利用数 出雲市民だけではなく、観光客など市外居住者も利用可（20,743人 10/19現在） 

               

             アプリのダウンロード 

 

 

 

 

 

「いずも縁結びＰＡＹ」とは？ 

令和７年２月１日から運用を開始した出雲市内の加盟店で利用できるチャージ型の

電子マネー決済サービスです。 

 システム構築や運営については、出雲市地域通貨コンソーシアム（株式会社山陰合

同銀行・株式会社アルテミスビュースカイ・株式会社三菱総合研究所）に委託により

実施。 

 
いずも縁結びＰＡＹの事業目的について 

いずも縁結び PAYの利用について 

 

 

資 料 ４ 
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(1)概要（方針） 

 ① 額面 1,300円の商品券を 1,000円で販売 

 ② 一人当たり販売上限 10,000円：額面 13,000円 (第２弾上限 20,000円：額面 26,000円) 

 ③ 発行総額：650,000千円（うちプレミアム総額：150,000千円） 

 ④ 対象者 ：出雲市内在住者 

 ⑤ 対象者数：５万人（全員が上限まで購入した場合）(第２弾では２万人) 

 ⑥ 利用店舗：いずも縁結びＰＡＹ加盟店 

 

(2)手順 （さんいんウォレットアプリ「いずも縁結びＰＡＹ」をダウンロード後の手順） 

① 購入申込:利用者がアプリ内でデジタル商品券購入の申し込み 

② 抽選・結果通知 

③ 購入:いずも縁結びＰＡＹのアプリ上でデジタル商品券を購入 

④ 利用:いずも縁結びＰＡＹ加盟店の買い物等で利用【利用期限：令和８年１月６日】 

 

(3)財源 国の交付金10/10（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

         

 

R7 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8 1月 

広報等（準備）           

加盟店募集強化           

ユーザー向け広報           

第１弾募集・抽選・販売           

第２弾募集・抽選・販売           

商品券使用期間           

 

 

 

いずも縁結び PAYプレミアム付きデジタル商品券キャンペーン 

「いずも縁結びＰＡＹ」でプレミアム付きデジタル商品券を設定・販売し、物価高騰下

における生活者の消費下支え、事業者の売上拡大を図るとともに、いずも縁結びＰＡＹ

の普及を促進する。（令和７年６月議会の補正予算案） 

キャンペーンの概要 

事業スケジュール 
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２ 行政ポイントの付与について 

⑴ 行政ポイントとは 

 「いずも縁結びＰＡＹ」の機能を活用し、市が実施する事業への参加者や登録者などに

対し、行政ポイントを付与することで、行政施策の推進や課題の解決を図るものです。 

 付与されたポイントは１ポイント＝１円として、チャージした電子マネーと共に加盟店

でお買い物に使うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 行政ポイント付与の方法 

 事業の参加者等の利便性を考慮し、事業毎に以下のいずれかの方法で、行政ポイントを

付与します。 

 ①イベント等への参加者が、現場でＱＲコードを読み取る方法 

 ②「いずも縁結びＰＡＹ」の事務局が、参加者等の一覧表をもとに、後日、アプリに登

録する方法 
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⑶ 補正予算で可決された行政ポイント 

№ ポイント付与の説明 担当課 
付与ﾎﾟｲﾝﾄ

/件・回 

件数 

見込 

ポイント 

総数 

１ 
多文化共生まちづくり 

研修会への参加 

政策企画課 

文化国際室 
100 100 10,000 

２ 
外国人向けコミュニティ通訳 

通訳新規登録 

政策企画課 

文化国際室 
1,000 10 10,000 

３ 
集落応援隊 

活動への参加 
自治振興課 1,000 100 100,000 

４ 
草刈り講習 

講習会への参加 
自治振興課 500 25 12,500 

５ 
町内会新規設立 

新規設立し自治協会へ加入 
自治振興課 5,000 100 500,000 

６ 
統計調査 

調査員への新規登録 
総務課 5,000 8 40,000 

７ 
人権・同和教育講座 

基礎講座への参加 
人権同和政策課 100 400 40,000 

８ 
がん検診 

乳がん検診の受診 
健康増進課 500 2,200 1,100,000 

９ 
ファミリーサポートセンター 

会員への新規登録 
子ども政策課 1,000 10 10,000 

10 

図書館利用 

図書館カードをマイナンバー

カードに連携 

出雲中央図書館 100 200 20,000 

11 

ゼロカーボンイベント 

環境フェアや環境講演会等へ

の参加 

環境政策課 100 1,230 123,000 

12 

地元就職支援 

いずも学生登録（LINE 版）へ

の新規登録 

産業政策課 1,000 1,000 1,000,000 

合計    2,965,500 

 ※ポイント単価：１ポイント＝１円 

 ※上記に加え、ポイント付与に必要な発行手数料 103千円を 6月補正予算で計上、可決。 

 

 

 

 


